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○○○区のみなさまへ 

 

 

タクシーを利用した移動サポート 

『○○○区おでかけタクシー』モデル事業の利用者募集について 

 

 

地域（行政区や福祉会など）が主体となって、交通手段を持たない人（高齢者など）の移動をサポート

（お手伝い）するモデル事業の利用者を募集します。 

 

１．利用対象者 

   ７０才以上の高齢者または６才以下の子どもの子育て中の人で 

    「車の運転ができない」「バスに乗るのが困難」などの理由で 

   日頃の移動に困っている人 

 

２．モデル事業の概要 

タクシーの利用に対し、市が補助を行うことにより、利用人数に 

応じた安価な利用者負担でタクシーが利用できます。 

  ※予算に限りがありますので、回数を制限する場合があります。 

 

３．利用者負担について 

１人で利用した場合     ７００円 

２人で利用した場合     ４００円 

３人で利用した場合     ３００円 

４人で利用した場合     ２００円 

 

４．具体例について 

○○○公民館からサンリブまで２人で乗ってタクシー料金が 

１，４００円だった場合 

               ↓ 

２人での利用なので、各自が４００円ずつタクシーへ支払い。 

（不足する６００円分が市の補助となり、 

       １人で乗るより１，０００円もお得です。 ） 

 

５．利用登録について 

    利用にあたっては事前登録が必要となりますので、お近くの 

    福祉委員さんにお声かけください。 

 

６．実施期間について 

   利用登録終了後～平成２７年３月３１日までの モデル事業（試験的なもの）として実施いたします。 

 

【問い合わせ先】  古賀市役所 経営企画課   電話０９２－９４２－１１１３ 

運 営 例 
(地域が主体となって地域の実状に応じて実施) 

乗り合わせて行く人を、見つけて時間を調整の

うえ、誰か１人がタクシー会社に連絡する。 

（同乗者がいない場合は 1人でも可） 

利用希望者を登録 

（高齢者など） 

それぞれ順番に乗せて、
それぞれの目的地へ 


